
指定障害福祉サービス事業者等に対する行政処分について 

 

平成３０年５月７日 

北九州市保健福祉局障害福祉部障害者支援課 

 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号。

以下「法」という。）及び児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）の規定に基づき、下記のと

おり指定の全部効力を停止しました。 

 

記 

 

１ 指定居宅介護事業所等 

（１）法人名      特定非営利活動法人自立生活センターぶるーむ 

（２）代表者名     代表 後郷 法文 

（３）対象事業所 

ア 事業所名称   ヘルパーステーションあいえる 

イ サービス種類  居宅介護、重度訪問介護 

ウ 所在地     北九州市小倉北区竪町二丁目１番５号 

エ 事業所番号   ４０１７８００５９２ 

（４）処分年月日    平成３０年４月２５日 

（５）処分の内容    指定の全部効力停止１月 

（６）効力停止期間   平成３０年６月１日～平成３０年６月３０日 

（７）指定の全部効力停止の理由 

ア 人員基準違反【法第 50条第 1項第 3号】 

① 障害福祉サービスと一体的に運営している介護サービス（訪問介護）において、平

成２５年１１月の指定更新時の管理者Ａが、常勤かつ専従の要件のある管理者として

勤務することが困難とのことで、指定更新直前に管理者をＢに変更していたにもかか

わらず、障害福祉サービス（居宅介護、重度訪問介護）については、平成２７年４月

まで変更届の提出を怠った。 

② 平成２７年４月に提出した変更届においても、常勤かつ専従の要件を満たしていな

いＢ（平成２５年１１月当時、勤務時間帯に自宅で訪問看護、訪問入浴を利用）を管

理者として届け出た。 

③ 平成２６年４月から平成２７年９月までの期間、当時の管理者Ｂが病気療養のため

不在であったにもかかわらず、後任の管理者を配置しなかった。 

④ 平成２７年１０月に就任した新たな管理者Ｃ（平成２８年２月１４日退任）につい

ても、常勤かつ専従の要件を満たしていなかった。 

 

イ 運営基準違反【法第 50条第 1項第 4号】 

① 重度訪問介護の利用者について、重度訪問介護計画を作成せずに、サービスを提供

していた。 

② サービス提供中に発生した事故について、市への連絡を怠った。 

 

ウ 報酬の不正請求【法第 50条第 1項第 5号】 

重度訪問介護の利用者は、経済活動に係る外出中、重度訪問介護を利用できないこと



とされているが、利用者が経済活動に係る外出中であるにもかかわらず、重度訪問介護

を提供したものとして、介護給付費を請求していた。 

 

エ 不正の手段による指定【法第 50条第 1項第 8号】 

指定更新申請時（平成２５年１１月）に、常勤かつ専従の要件を満たすことができな

い者（管理者Ａ）を管理者として申請し、不正に指定を受けた。 

 

（８）経済上の措置 

不正に請求し、受領した介護給付費（約２５０万円）を返還させるほか、法第８条第２

項の規定に基づき返還額に１００分の４０を乗じて得た加算額（約１００万円）を加え、

合計約３５０万円を徴収する予定である。 

 

 

２ 指定相談支援事業所 

（１）法人名      特定非営利活動法人全国重度障害者相談支援協会 

（２）代表者名     代表理事 長位 鈴子 

（３）事業所概要 

ア 事業所名称   相談支援センター・ぴあす 

イ サービス種類  一般相談支援、特定相談支援、障害児相談支援 

ウ 所在地     北九州市小倉北区吉野町１１番２７－９０７号 

エ 事業所番号   （一般相談支援・特定相談支援）４０３７７００２１０ 

（障害児相談支援）４０７７７０３２７２ 

（４）処分年月日    平成３０年４月２５日 

（５）処分の内容    指定の全部効力停止６月 

（６）効力停止の期間  平成３０年５月１日～平成３０年１０月３１日 

（７）指定の全部効力停止の理由 

ア 不正の手段による指定 

【法第 51条の 29第 1項第 8号及び第 2項第 8号並びに児童福祉法第 24条の 36第 8号】 

指定申請時に、実際に事業を行う場所とは異なる場所を事業所の所在地として申請し、

指定を受けた。また、指定後も、申請した事業所の所在地とは異なる場所（特定非営利

活動法人自立生活センターぶるーむ（以下「ぶるーむ」という。）の事務所）にて事業を

行っていた。 

 

イ 虚偽の答弁 

【法第 51条の 29第 1項第 7号及び第 2項第 7号並びに児童福祉法第 24条の 36第 7号】 

① 監査において、実際には、ぶるーむの事務所にＦＡＸを設置していたにもかかわら

ず、あたかも申請した事業所に設置していたと虚偽の答弁を行った。また、ぶるーむ

の事務所に設置していたＦＡＸを、本市の立入検査に合わせて持ち込み、あたかも当

該事業所に従前から設置しているかのように偽装した。 

② 管理者（兼相談支援専門員）が、実際には、指定時から申請した事業所での勤務実

態がほとんどないにもかかわらず、あたかも申請した事業所で営業時間中に勤務して

いたと虚偽の答弁を行った。 


